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 駅北まちづくり（土地区画整理事業と業務代行方式について）への理解を深め、今後
の進め方を明確にするため、令和７年１２月１９日、令和８年１月２３日、令和８年２
月１４日の全３回、説明会を開催しました。

駅北まちづくり  令和７年度説明会を開催しました   

第１回説明会の内容

裏面も見てね！

第３回説明会の内容

１．今後の進め方について

２．まちづくり基本構想(案)の紹介

３．土地区画整理事業の理解の深化

４．業務代行方式の理解の深化

第２回説明会の主なテーマ

１．仮同意書の取得について

２．これまでの質疑に対する回答

第３回説明会の主なテーマ

第２回説明会の内容

１．駅北地域の現状

２．まちづくりの手法

３．今後の進め方

第１回説明会の主なテーマ

 全３回の説明会において、今後駅北まちづくりを進めるために必要な事柄である「事
業区域」「主要道路のルート」そして「今後の進め方」を確認し、地権者の皆様に概ね
の了承を得ました。

菊川駅北まちづくり
の詳細はこちら

 説明会にて寄せられた質問は、Ｑ&Ａとして
別紙にとりまとめています。



問合せ ：駅北開発推進係

〒439-8650　菊川市堀之内61　　菊川市 建設経済部 都市計画課　駅北開発推進係
TEL　0537-35-2813　　E-mail　toshikei@city.kikugawa.shizuoka.jp

現状の確認と今後の流れ
 現在の駅北まちづくりの取組は準備・検討段階であることを確認し、今後の流れに
ついて確認しました。

仮同意の取得
2/3以上（目安）

土地区画整理の準備組合
・まちづくり基本構想の審議及び議決
・事業計画(案)の審議及び議決 等

土地区画整理組合（法人）

・業務代行者の選定
・各種議決事項の審議及び議決 等

検 討 機 関

本同意の取得
2/3以上（法定要件）

法定組織へ移行

説明／
意見交換 準備組合の役員

・まちづくり基本構想の検討
・組合員への説明
・業務代行予定者の選定
・事業計画素案の検討
・本同意書の取得 等

役員（理事、監事）
・各種設計の検討
・総会の開催 等

執 行 機 関

説明／
意見交換

行政

農業振興地域の除

外や治水計画等に

ついて、関係機関

と協議

住民説明会、

公聴会開催

用途地域決定

現在（準備・検討段階）

・構想や課題の具体化
・勉強会、説明会の開催

図１ 仮エリア案 図２ 都市計画道路のルート案

事業区域と主要道路とルート決定
まちづくりの方針として、以下を確認しました。
 １．仮エリア案を事業区域に（図１参照）
 ２．主要道路（都市計画道路）の概ねのルート決定（図２参照）

地勢を考慮し、既存
住宅と埋蔵文化財包
蔵地を避け、緩勾配
かつ最短となるルー
トで検討を進めるこ
とを確認しました。

これまでの仮エリア
案を、「事業区域
（案）」とすること
を確認しました。


